
「
金
で
解
雇
」は
憲
法
違
反

―
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度

賃
下
げ
の
ま
ね
ば
、雇
用
打
ち
切
り
�

―
雇
用
継
続
型
契
約
変
更
制
度

労
働
組
合
の
団
結
・
団
交
権
奪
う

―「
労
使
委
員
会
制
度
」

ど
こ
ま
で
も
試
採
用
、ク
ビ
�

―「
試
行
雇
用
契
約
」

労
働
時
間
の
規
制
を
撤
廃

―
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー

エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

「
労
働
者
使
い
捨
て
促
進
法
」を
許
す
な
！

職
場
で
学
習
・
署
名
な
ど
の
運
動
を
広
げ
よ
う

全
労
連
は
、
労
働
条
件
の
一
方
的
不
利

益
変
更
が
増
大
し
て
い
る
も
と
で
、
労
働

者
の
権
利
を
保
障
し
、
保
護
す
る
こ
と
に

役
立
つ
法
整
備
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
、

ま
た
、
増
大
し
て
い
る
個
人
請
負
労
働
者

の
労
働
者
性
を
明
確
に
し
、
労
働
法
制
の

適
用
対
象
と
す
べ
き
こ
と
か
ら
も
労
働
者

保
護
に
有
益
な
「
労
働
契
約
法
」
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
「
研
究
会
」
で
検

討
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
労
働
者
使
い
捨

て
促
進
法
」
の
制
定
を
許
す
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

必
要
な
の
は
、
働
く
ル
ー
ル
の
確
立
。

判
例
で
確
立
し
て
い
る
「
整
理
解
雇
の
四

要
件
」
の
法
制
化
、
一
方
的
な
解
雇
の
規

制
、
有
期
労
働
契
約
の
制
限
、
均
等
待
遇

の
実
現
、
労
働
時
間
短
縮
・
規
制
の
強
化

な
ど
で
す
。

全
労
連
は
、
労
働
法
制
改
悪
反
対
中
央

連
絡
会
と
と
も
に
「
解
雇
の
金
銭
解
決
制

度
」「
雇
用
継
続
型
契
約
変
更
制
度
」「
労

使
委
員
会
」
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ

ン
プ
シ
ョ
ン
」
導
入
な
ど
に
反
対
し
、
団

体
署
名
に
取
り
組
み
ま
す
。
職
場
で
の
学

習
を
早
急
に
す
す
め
、
反
対
運
動
を
大
き

く
広
げ
ま
し
ょ
う
。

新しい「労働契約法制」をつくる動きのなかで、労働者の働くルールや団結権

が大きな危機にさらされようとしています。厚生労働省に設置された「労働契約

法制の在り方に関する研究会」（座長・東大名誉教授菅野和夫氏）は、４月１３日

に「中間とりまとめ」を発表。今年の秋には「最終報告」を出し、０７年には「労

働契約法」として法案化される予定です。ところが、これがとんでもない内容。

法律化されれば使用者は好き勝手に首切り、「合理化」のやり放題。労働組合の

基本的権利もおびやかされることになります。「研究会中間取りまとめ」の危険

な狙いを学習し、急速に反対の運動を広げていくことが重要です。

「
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」
は
、
「
裁
判
で
解
雇
は

無
効
と
判
断
さ
れ
て
も
、
使
用
者
が
金
銭
を
支
払
う
こ

と
で
労
働
契
約
の
終
了
を
裁
判
所
に
請
求
で
き
る
」
と

い
う
「
金
で
解
雇
を
合
法
化
」
す
る
と
ん
で
も
な
い
も

の
。
使
用
者
に
解
雇
の
や
り
放
題
を
許
す
も
の
で
す
。

憲
法
で
保
障
さ
れ
た
労
働
者
の
働
く
権
利
（
２７
条
）
を

解
決
金
で
奪
い
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

使
用
者
が
、
解
雇
か
不
利
益
変
更
か
二
者
択
一
す
る

こ
と
を
労
働
者
に
迫
る
制
度
。
就
業
規
則
に
よ
る
労
働

条
件
の
切
り
下
げ
で
は
対
応
で
き
な
い
、
個
別
労
働
者

の
労
働
条
件
の
改
悪
を
こ
の
新
し
い
制
度
で
や
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
一
部
の
労
働
者
を
常
用
雇
用

か
ら
有
期
雇
用
に
変
更
す
る
、
賃
金
を
月
給
か
ら
時
間

給
に
変
更
す
る
な
ど
の
場
合
に
使
わ
れ
ま
す
。

契
約
変
更
に
異
議
が
あ
る
場
合
は
雇
用
を
継
続
し
つ

つ
、「
裁
判
で
争
う
道
を
残
す
」と
い
う
も
の
で
す
が
、

裁
判
で
た
た
か
う
事
の
で
き
る
労
働
者
は
ご
く
わ
ず

か
。
結
果
的
に
使
用
者
は
、
一
方
的
な
契
約
変
更
が
や

り
た
い
放
題
に
。

労
使
同
数
の
委
員
で
構
成
さ
れ
る
「
労
使
委
員
会
」

を
設
置
し
、
解
雇
の
金
銭
解
決
や
就
業
規
則
に
よ
る
労

働
条
件
の
変
更
、
配
転
、
出
向
、
解
雇
等
に
関
し
て
、

こ
こ
で
合
意
さ
れ
れ
ば
実
施
で
き
る
制
度
。
後
に
裁
判

で
争
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
「
権
利
濫
用
で
な
い
」
と

認
め
ら
れ
る
仕
組
み
を
作
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
労
使
委
員
会
制
度
」
は
使
用
者
に
自
由
か
つ

迅
速
な
労
働
条
件
切
り
下
げ
、
首
切
り
「
合
理
化
」
の

権
利
を
与
え
、
他
方
で
こ
れ
に
不
服
を
唱
え
る
労
働
者

が
裁
判
で
争
う
権
利
ま
で
奪
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、労
使
委
員
選
出
の
民
主
的
手
続
き
が
担
保
さ
れ
ず
、

少
数
労
働
組
合
の
団
結
・
団
交
権
が
空
洞
化
す
る
危
険

も
あ
り
ま
す
。

「
試
用
期
間
」
を
「
有
期
労
働
契
約
」
と
す
る
「
試

行
雇
用
契
約
」
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
正
社
員

と
し
て
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
使
用
者
が
勝
手
に
決

め
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
「
試
し
」
、
不
適
当
と
認
め

ら
れ
た
者
は
期
限
が
切
れ
る
こ
と
で
自
動
的
に「
ク
ビ
」

と
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
労
働
者
が
期
間
中
に
退
職
す

る
自
由
を
奪
わ
れ
る
…
、
使
用
者
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど

都
合
の
良
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
有
期
労
働
契
約
」
に
つ
い
て
は
契
約
期
間
が
書
面

で
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
「
期
間
の
定
め
の
な
い

契
約
」
と
み
な
す
と
し
、
更
新
に
関
す
る
明
示
の
必
要

性
は
強
調
し
て
い
ま
す
が
「
有
期
労
働
契
約
」
と
す
る

の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
や
「
継
続
し

て
あ
る
仕
事
の
有
期
労
働
契
約
の
制
限
」
な
ど
は
一
切

や
ろ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。

事
務
・
技
術
系
労
働
者
を
労
働
時
間
規
制
か
ら
適
用

除
外
に
す
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
。

財
界
が
執
拗
に
そ
の
実
施
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

労
働
者
は
「
成
果
主
義
」
の
押
し
つ
け
で
、
や
む
に

や
ま
れ
ず
長
時
間
過
密
労
働
に
追
い
や
ら
れ
、
悲
惨
な

過
労
死
、
過
労
自
殺
が
後
を
絶
た
ず
、
違
法
な
不
払
い

残
業
が
蔓
延
し
て
い
る
現
状
の
も
と
で
、
労
働
時
間
の

規
制
を
撤
廃
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
、
暴
挙
と
し

か
い
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ

ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
の
導
入
は
、不
払
残
業
が
合
法
化
さ
れ
、

労
働
者
の
命
と
健
康
を
守
る
最
後
の
砦
す
ら
破
壊
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

労
働
者
保
護
を
切
り
捨
て
、
雇
用
の

さ
ら
な
る
多
様
化
・
流
動
化
で
コ
ス
ト

ダ
ウ
ン
・
利
益
拡
大
を
狙
う
企
業
に
と

っ
て
、
労
働
力
調
整
や
労
働
条
件
切
り

下
げ
を
「
や
り
や
す
く
す
る
」
方
向
で

の
法
制
化
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

０３
年
の
労
働
基
準
法
改
悪
の
柱
は

「
解
雇
自
由
化
」
「
解
雇
の
金
銭
解
決

制
度
」
「
裁
量
労
働
の
拡
大
」
「
有
期

労
働
契
約
の
拡
大
」
な
ど
で
し
た
。
政

府
・
財
界
の
「
解
雇
自
由
化
」
「
解
雇

の
金
銭
解
決
制
度
」
の
狙
い
は
反
対
運

動
の
高
揚
の
も
と
で
挫
折
せ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
他
の
労
働
法

制
の
規
制
緩
和
は
行
わ
れ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

今
回
の
労
働
契
約
法
制
で
は
、
挫
折

し
た
「
解
雇
自
由
化
」
を
装
い
も
新
た

に
蘇
ら
せ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
を
労
働
時
間
規
制
の
適

用
除
外
と
す
る
こ
と
も
財
界
の
強
い
意

向
で
す
。
９５
年
に
日
経
連
（
当
時
）
が

発
表
し
た
「
新
時
代
の
『
日
本
的
経

営
』
」
で
打
ち
出
さ
れ
た
雇
用
の
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
（
☆
）
推
進
の
た
め
に
、

政
府
と
一
体
と
な
り
労
働
法
制
へ
の
全

面
攻
撃
が
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

危険がいっぱい
労働契約法制

中間取りまとめ
�つ
の

ねら
い

反
対
運
動
強
め
、労
働
者
保
護
の
法
律
を

こ
の
ま
ま

で
は

企
業
は
首
切
り
・
合
理
化
や
り
放
題

財界の意のままに
労働者を使い捨て

労
働
法
制
改
悪
の
背
景
流
れ

労働法制関連年表
年 労働法制・財界・審議会の動向

１９８５年 ■労働者派遣法の成立
１６業務について労働者派遣を認める

１９８７年 ■労働基準法の「改正」
週４０時間制の原則化とあわせて変形労働時間を拡大、フレックスタイム制、

裁量労働制などを導入
１９９３年 ■労働基準法の「改正」

週４０時間制の実施と１年単位変形労働時間制を導入
１９９５年 日経連「新時代の『日本的経営』」

☆雇用形態を�長期貯蓄能力活用型�高度専門能力活用型�雇用柔軟型の３
類型に分け、パートや派遣などの不安定雇用の増大を求める

１９９６年 ■労働者派遣法の「改正」
対象業務が１６から２６へ大幅増

日経連「政府規制の撤廃・緩和要望について」
�裁量労働制の拡大�労働時間の弾力化�労基法の罰則の廃止�女子保護

規定の撤廃�有料職業紹介事業の制限撤廃�労働者派遣の自由化などを要望
１９９７年 ■裁量労働制の対象業務に６業務を追加

■「女子保護」規定の撤廃（労基法「改正」）
政府「規制緩和推進計画」
�労働時間法制の規制緩和�女子保護規定の撤廃�労働者派遣の全面見直

し�有料職業紹介事業の規制緩和などを決定
１９９８年 ■労働基準法の「改正」

�労働契約期間の上限を３年に�裁量労働制をホワイトカラーに大幅に拡
大（２０００年施行）�１年変形労働時間制の要件緩和

１９９９年 ■職業安定法の「改正」
有料職業紹介の取り扱い職業を拡大
経団連「産業競争力強化に向けた提言」
�有期契約の拡大�裁量労働制の拡大�派遣労働の緩和�雇用保険の見直

し�配偶者控除の見直しなどを要望
２０００年 △労働契約承継法の成立

分割先への転籍を共生する一方、労働条件の不利益変更を禁止
政府の総合規制改革会議が中間とりまとめ
�有期契約の拡大�裁量労働制の拡大�裁量労働制の拡大�職業紹介の自

由化�不当労働行為制度の見直しなどを要望
２００１年 政府の総合規制改革会議が第１次答申

�職業紹介事業の抜本的緩和�派遣労働の対象の拡大、物の製造への派遣
の解禁�有期契約の拡大�裁量労働制の拡大�ホワイトカラーの労働時間管
理適用除外�解雇自由のルール化などを要望

２００２年 ■３年契約制の対象拡大（大臣告示の「改正」）
■専門業務型裁量労働制の対象に８業務を追加（大臣告示の「改正」）

２００３年 ■労働基準法の「改正」
労働契約期間を３～５年に企画業務型裁量労働制の要件緩和

■労働者派遣法の「改正」
物の製造への派遣の解禁などいっそうの自由化

■職業安定法の「改正」
民間職業紹介所要件緩和、求職者からの手数料規制の緩和など

（注）符号は概略の評価■は改悪△は両面を持つ

サービス残業を入れると異常に長い労働時間
―労働時間の国際比較―

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「労働力調査」、
ＥＵ、各国資料

０５年国民春闘白書より掲載
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